
 整 理 番 号 １ 

請 願 番 号 ５第 ７号 

件 名 神宮外苑地区の再開発計画の審議に関する請願 

受理年月日 令和５年 ６月１９日 付託年月日 令和５年 ６月２１日 

請 願 者 

渋谷区 
 神宮外苑の森を守る会 
     代表 楠 本 淳 子 

紹 介 議 員 
上田 令子 議員    桐山ひとみ 議員    もり  愛 議員     

岩永やす代 議員    大山とも子 議員    松田りゅうすけ 議員 

要 旨 

 神宮外苑地区の再開発計画に関して、次のことを実現していただきたい。 

１ 都において、イチョウ並木を含む神宮外苑地区の全ての樹木の根系、水

系、土壌及び樹木の総合的な健康状態を、自然生態系に影響を及ぼす工事

を進める前に、日本イコモス国内委員会（以下「日本イコモス」という。）

と共同で調査するとともに、調査結果は東京都環境影響評価審議会（以下

「審議会」という。）に報告し、入念に審議すること。 

２ 都議会において、神宮外苑地区の再開発計画について更なる審議を行

い、その審議において事業者及び日本イコモスの代表を参考人として招致

し、両者が議論できる場を設けること。 

現在の状況 

１ 本件環境影響評価については、令和４年８月 18 日の審議会（総会）でま

とめられた答申において、「既存樹木の健全度や移植の可能性に関する詳

細調査結果をデータと合わせて説明すること。」が指摘されたことを踏ま

え、詳細な毎木調査の結果や土壌・地下水等の調査結果を盛り込んだ環境

影響評価書素案が事業者から提出された。令和４年 12 月 26 日の審議会（総

会）では、答申で指摘された内容がどのように評価書素案に盛り込まれて

いるかの確認が行われた。 

 

２ その後、環境影響評価書が都に提出され、令和５年１月 20 日に環境影響

評価書の公示を行った。これまで条例に則り厳正に手続きを行っており、

評価書の公示・縦覧により事業段階環境影響評価手続きが終了し、条例に

定める対象事業の実施の制限が解除されている。 

 

３ 現在は事後調査手続きが進められており、事後調査計画書では、工事の

施行中及び完了後の一定期間にわたり、既存樹木や４列いちょう並木の活
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力度調査など継続的なモニタリングを実施し、状況に応じた保育管理を行

うことで、将来にわたり健全に育成していくとしている。 

 

４ 環境影響評価書に関する外部からの指摘に対し、事業者は、令和５年４

月 27 日と５月 18 日の審議会（総会）において、一つ一つ回答を説明し、

審議会では、審議会委員が専門的な立場から確認を行った結果、「評価書

に虚偽や誤りはなく、予測評価の結果に影響を与えるものはないと判断す

る。」との結論となった。 
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請願 　 ５ 第　 　 ７ 号　 1 / 2

件　 　 　 名 神宮外苑地区の再開発計画の審議に関する請願

番　 　 　 号

付託委員会

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 ５ 第　 　 ７ 号　 　 　 環境・ 建設委員会付託

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

受理年月日 令和　 ５ 年　 ６ 月１ ９ 日 郵便番号 150-0013

住所・ 氏名

渋谷区恵比寿一丁目１ ９ －１ ９ 　 恵比寿ビジネスタ ワー１ ０ Ｆ 　 　

山本商店株式会社　 Gr een Wat ch Pr oj ect

　 　 神宮外苑の森を 守る会

　 　 　 　 　 代表　 楠　 本　 淳　 子　

 紹介議員

上田　 令子君　 　 　 　 　 桐山ひと み君　 　 　 　 　 も り 　 　 愛君　 　 　 　 　

岩永やす代君　 　 　 　 　 大山と も 子君　 　 　 　 　 松田り ゅ う すけ君　 　 　

（ 願　 　 意）

　 神宮外苑地区の再開発計画に関し て、 次のこ と を 実現し ていただき たい。

１ 　 都において、 イ チョ ウ並木を含む神宮外苑地区の全ての樹木の根系、 水系、 土壌及

　 び樹木の総合的な健康状態を 、 自然生態系に影響を及ぼす工事を進める前に、 日本イ

　 コ モス国内委員会（ 以下「 日本イ コ モス」 と いう 。 ） と 共同で調査すると と も に、 調

　 査結果は東京都環境影響評価審議会（ 以下「 審議会」 と いう 。 ） に報告し 、 入念に審

　 議するこ と 。

２ 　 都議会において、 神宮外苑地区の再開発計画について更なる審議を 行い、 その審議

　 において事業者及び日本イ コ モスの代表を 参考人と し て招致し 、 両者が議論でき る場

　 を 設けるこ と 。

 

 

（ 理　 　 由）

　 神宮外苑地区の再開発計画において、 樹木の健康状態、 特に樹木が移植に耐えら れる

かどう かの判断を する調査に関し て、 事業者側の調査は不十分であり 、 事業者の樹木保

護に対する意識は極めて低いと 言わざるを 得ない。 再開発計画の見直し を求めて活動し

ている各団体の署名の総数は、 令和５ 年６ 月１ １ 日現在で２ ８ 万6, 912筆（ 手書き によ

る署名は含まない。 ） に達し ており 、 市民がいかに再開発計画に対し て不安・ 不信感を

抱えているかは明ら かである。

　 神宮外苑を愛する多く の市民は、 特に樹木の健康状態を 危惧し ており 、 市民の危惧を

払拭するために、 再開発計画によっ て経済的利益を 享受し ない日本イ コ モスを 第三者機

関と し て調査に参加さ せるべき である。 日本イ コ モスが、 令和４ 年１ ２ 月１ ９ 日に提出
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請願 　 ５ 第　 　 ７ 号　 2 / 2

し た「 神宮外苑いちょ う 並木の直近に計画さ れている（ 2022年１ ２ 月〜2023年３ 月） 根

系調査に係わる『 細根の切断、 環状剥皮施術の見直し 』 と 永続的保全に向けた抜本的な

調査・ 検討に関するお願い」 に明記さ れている方法により 、 自然生態系に影響を及ぼす

工事を進める前に、 日本イ コ モスと 共同で調査を 実施すると と も に、 その調査結果に基

づき 、 樹木の健康状態から 再開発計画が妥当であるかについて、 審議会において再度入

念に審議するこ と が必要である。

　 また、 地方自治法第115条の２ 第２ 項では、 「 普通地方公共団体の議会は、 会議にお

いて、 当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると 認めると

き は、 参考人の出頭を 求め、 その意見を聴く こ と ができ る。 」 と 規定さ れている。 事業

者が提出し た環境影響評価書には、 不信感を 抱かせる事項が散見さ れ、 それに対応する

明確な説明も さ れていない。 そのため、 都議会は、 本件の審査に当たり 事業者と 日本イ

コ モスの代表を 参考人と し て招致し 、 両者が再開発計画の不明瞭な点について議論がで

き る場を 設けるべき である。

　 都によっ て承認さ れた再開発計画ではあるが、 市民の十分な理解と 同意が未だ得ら れ

ていない。 民意は、 民主主義国家の政治において重要な指針である。 小池都知事は、 グ

リ ーン・ リ カ バリ ーに基づく サステナブル・ リ カ バリ ーの推進を 高ら かに掲げている。

市民が愛する森を 民意に反し て破壊する前に、 サステナブル・ リ カ バリ ーの意に沿い、

樹木をいかに保護・ 保存すべき か議論すべき であり 、 神宮外苑地区の再開発計画の審議

継続は必須である。
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